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聴覚障がいのある方および音声・言語機能に障

がいのある方が、社会生活上必要なとき、手話

通訳者を派遣します。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 区内在住で、聴覚障がいまたは音声・言語機
能障がいがあり、手話通訳を必要とする方 

② 身体障害者手帳をお持ちの方 

※ 利用には事前登録が必要です。 

■費 用 

無 料 （手話通訳者の交通費は利用者が負担） 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

電話 5457-2200  FAX 3476-4904 

 

 

 

 

聴覚障がいのある方および音声・言語機能に障

がいのある方が、社会生活上必要なとき、要約

筆記者を派遣します。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 区内在住で、聴覚障がいまたは音声・言語機
能障がいがあり、要約筆記を必要とする方 

② 身体障害者手帳をお持ちの方 

※ 利用には事前登録が必要です。 

■費 用 

無 料 

 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

電話 5457-2200  FAX 3476-4904 

（要約筆記者は、東京手話通訳等派遣センターか

ら派遣されます。） 

東京手話通訳等派遣センター 

〒160-0022 

新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階 

電話 3352-3335  ＦＡＸ 3354-6868 

 

 

視覚と聴覚の両方に障がいがある盲ろう者（児）

のコミュニケーション手段および移動の自由を

確保し、その社会参加を促進するため、通訳・介

助者を派遣します。 

■対 象 

都内在住で、視覚と聴覚の両方の障がいが身体

障害者手帳に記載されている方 

■費 用 

無料。ただし、通訳・介助中の交通費や派遣先ま

での交通費が上限額を超える場合は、上限額を

超えた分が利用者負担となります。 

■問い合わせ先 

東京都盲ろう者支援センター 

〒111-0053 台東区浅草橋1-32-6  

コスモス浅草橋酒井ビル2階 

電話 3864-7003  FAX 3864-7004 

Eメール tokyo-db@tokyo-db.or.jp 

ホームページ http://www.tokyo-db.or.jp/ 

 

 

 

情報保障・コミュニケーション支援 

手話通訳者の派遣（区の制度） 

要約筆記者の派遣（区の制度） 

盲ろう者向け通訳・介助者派遣事業 
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聞こえない方・聞こえにくい方（身体障害者手帳の有無は問いません）とその関係者を対象に、次の事

業を実施しています。 

名 称 対 象 内 容 

相談事業 
都内在住・在勤・在学の聞こえに

障がいのある方 

聴覚障がい全般についての相談、聞こえの悩みや、

メンタル面での相談、生活の中のさまざまな相談

を、来所・FAX・Ｅメール・電話で受け付けています。 

１６ミリ字幕付

映画フィルムの

貸出 

聴覚障がい者団体・聴覚障がい

者関係施設および公的機関等 

※ 上映には、16ミリフィルム映写

の資格取得者が必要です。 

聴覚障がい者を対象とした上映会を主催する団体

等に、16ミリ字幕付映画フィルムを無料で貸し出し

ています。詳しくはお問い合わせください。 

映像ライブラリー

（字幕・手話入り

ビデオテープ・

DVDの貸出） 

都内在住・在勤・在学の聞こえ

ない・聞こえづらい方 

※ 一部聞こえる方も利用でき
るものがあります。 

テレビ番組や映画などに字幕や手話をつけたビデ

オテープ・DVDを制作し、無料で貸し出しています。

（郵送の場合、送料は利用者負担） 

個人で視聴するほか、上映会に利用できるものもあ

ります。詳しくはお問い合わせください。 

ライブラリース

ペースの運営 

都内在住・在勤・在学で聴覚障

がいに関心を持つ方や手話学

習者など、どなたでも。 

聴覚障がいや手話に関する図書や資料を収集して

います。一部の資料を除き、貸出可能です。詳しくは

お問い合わせください。 

文化教養講座 

都内在住・在勤・在学の聞こえ

ない・聞こえづらい方 

※ 一部聞こえる方も参加でき
るものがあります。 

講座の内容はホームページからご確認ください。 

■開館時間 火～木曜日、土曜日 10時～17時 金曜日 10時～19時 （祝日、年末年始を除く） 

■問い合わせ先 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター 

〒153-0053 目黒区五本木1-8-3  電話 6833-5004  FAX 6833-5005 

Eメール soudan@jyoubun-center.or.jp 

ホームページ http://www.jyoubun-center.or.jp 

 

 

聴覚や発話に困難がある方と聞こえる方を、通

訳オペレータが手話・文字と音声を通訳すること

により、24時間365日、電話で双方向をつなぐ

サービスです。(2021年7月1日から開始) 

■対 象 

聴覚や発話に困難のある方 

■利用方法 

事前に利用登録をする必要があります。 

詳しくは、ホームページからご確認ください。 

ホームページ https://nftrs.or.jp/ 

 

■費 用 

通話料は電話をかけた人が負担します。 

緊急通報、フリーダイヤルは無料です。 

■問い合わせ先 

総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関 

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス 

電話 6275-0912  FAX 6275-0913 

ホームページでは、手話・文字チャット等により、

サービスに関する問い合わせを承っています。 

問い合わせ専用ページ 

 https://nftrs.or.jp/contact 

聴力障害者情報文化センター 

電話リレーサービス 
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次の広報誌では、点字版、カセットテープ版、デイジー版を作成しています。 

広報誌名（発行頻度） 発 行 元 作成しているもの 電話・FAX番号 

しぶや区ニュース 

（月2回） 

広報コミュニケーション課 

広報係 

点字版、カセットテープ版、

デイジー版 

電話 3463-1287 

FAX 5458-4920 

しぶや区議会だより 

（年4回） 
区議会事務局 調査係 点字版、カセットテープ版 

電話 3463-1096 

FAX 5458-4939 

広報東京都 

（月1回） 

東京都生活文化局 

広報広聴部 広報課 点字版、カセットテープ版、

デイジー版 

電話 5388-3093 

FAX 5388-1329 

都議会だより 

（年4回） 

東京都議会局 管理部 

広報課 

電話 5320-7126 

FAX 5388-1779 

社協だより 

（年4回） 

渋谷区社会福祉協議会 

総務課 
デイジー版 

電話 5457-2757 

FAX 3477-2525 

 
 
 
毎週月曜日～金曜日（祝日を除く）に、新聞記

事・福祉情報等を抜粋、点字化し、希望者に郵便

配布します。メール版・電話ナビゲーションサー

ビスによる音声での提供もしています。 

[ 電話ナビゲーションサービス専用番号 ] 

電話 0570-021802 

 

 

■対 象 

都内在住の視覚障がい者 

■問い合わせ先 

公益社団法人 東京都盲人福祉協会 

〒169-0075 

新宿区高田馬場1-9-23 東京都盲人福祉センター内 

電話 3208-9001  FAX 3208-9005 

Eメール info@tomoukyo.or.jp 

 

 

都政刊行物より必要な情報を点字・テープ・デイ

ジーのいずれかで毎月1点配布します。 

■対 象 

都内在住で、原則として18歳以上の、身体障害

者手帳をお持ちの視覚障がい者 

■費 用 

無 料  

■問い合わせ先 

公益社団法人 東京都盲人福祉協会 

〒169-0075 

新宿区高田馬場1-9-23 東京都盲人福祉センター内 

電話 3208-9001  FAX 3208-9005 

Eメール info@tomoukyo.or.jp 

 

 

 

 

 

点字広報・声の広報 

点字即時情報ネットワーク事業（点字 JBニュース） 

刊行物作成配布事業（点字版・音声版） 
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視覚障がいのある方に点字図書を給付するために、証明書を発行します。

■対 象 視覚障がいがあり、常時、点字を使用する方

■給付内容 点字出版施設で制作した点字図書のうち、雑誌・娯楽書を除いたもの。

（年間6タイトルまたは24巻まで）

■費 用  一般図書の価格相当額が自己負担になります。

■手続きの流れ

■問い合わせ先  障がい者福祉課 身体福祉係 電話 3463-1937  FAX 5458-4935

図書館・点字図書館では取り扱わない日常生

活上の文書（手紙、パンフレットなど）の点訳・

墨訳・対面朗読およびFAXで受信した文書の

電話朗読サービスを行います。

利用前に、電話等による予約が必要です。

■対 象

都内在住・在勤の、身体障害者手帳をお持ちの

視覚障がい者

■費 用

無料。ただし、対面朗読サービスで録音を希望

する場合は、CDなどの記録媒体をご持参くだ

さい。

■問い合わせ先

東京都障害者福祉会館

〒108-0014 港区芝5-18-2

電話 3455-6321 FAX 3453-6550

[手話通訳の設置]

区議会本会議の傍聴の際に、手話通訳を利用

できます。

[磁気ループの設置]

音声が聞こえにくい方を支援するため、傍聴席

に磁気ループ（ヒアリングループ）を設置してい

ます。磁気ループ対応の補聴器をお持ちでな

い方には、磁気ループ用受信機を貸し出します。

[車いすでの傍聴]

本会議、委員会ともに車いすで傍聴できます。

■問い合わせ先

区議会事務局 庶務係

電話 3463-1094 FAX 5458-4939

点字図書の給付

区
役
所
担
当
窓
口

希

望

者

業

者

①申込み

②「点字図書発行証明書」用紙発行③点字図書給付申請

④「点字図書発行証明書」 に証明 ⑤証明書提出、自己負担額支払い

⑥点字図書納品

日常生活情報点訳等のサービス

区議会の手話通訳・磁気ループの設置・車いすでの傍聴
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重度身体障がいのある方のコミュニケーション

や緊急連絡の手段を確保するため、電話を設置

します。 

■対 象 

区内在住で、次のすべてに該当する方 

① 18歳以上で、電話を所有していない方 

② 外出困難な身体障害者手帳1・2級の下肢、体

幹、内部、視覚、聴覚障がいのある方 

③ 次のいずれかの世帯に該当する方 

・ 生活保護世帯 

・ 区民税非課税世帯 

・ 生活中心者の所得税額が42,000円以下の世帯 

■給付内容 

電話架設料 

■手 続 き 

次の①～③をお持ちください。 

① 身体障害者手帳 

② 印 鑑 

③ 所得税の確認ができる書類 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係 

電話 3463-1937  FAX 5458-4935 

 

 

 

 

 

身体に重度の障がいがあり、投票所に行くこと

が困難な方が、郵便等を利用して、自宅などで

投票できる制度です。制度を利用するには、あら

かじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証

明書」の交付を受ける手続きが必要です。 

■対 象 

下表のいずれかに該当し、かつ、署名及び投票

用紙に候補者の氏名等を自書できる方 

区 分 障がい種別等 等 級 

身体障害者

手帳 

両下肢、体幹、移動機能 1級・2級 

心臓、じん臓、呼吸器、

ぼうこう、直腸、小腸 
1級・3級 

免疫、肝臓 1級～3級 

戦傷病者

手帳 

両下肢、体幹 
特別項症～ 

第2項症  

心臓、じん臓、呼吸器、

ぼうこう、直腸、小腸、 

肝臓 

特別項症～ 

第3項症 

介護保険

の被保険

者証 

要介護状態区分 要介護5 

 

 

障がいにより自ら投票用紙に記入できない方は、

あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人に、

投票に関する記載をさせることができます。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 郵便等による不在者投票の対象となる方 

② 署名および候補者の氏名等の自書が難しい方 

③ 上肢または視覚の障がいの程度が、身体障

害者手帳では1級、戦傷病者手帳では特別項

症から第2項症までに該当する方 

 

■手 続 き 

郵便等による不在者投票、代理記載制度を利用

するには、事前の手続きが必要です。詳しくは、

選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。 

 

■問い合わせ先 

選挙管理委員会事務局 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎15階 

電話 3463-3115  FAX 5458-4945 

Eメール div-senkyo@shibuya.tokyo 

郵便等による不在者投票・代理記載制度 

郵便等による不在者投票 代理記載制度 

福祉電話の設置 
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■サービスの内容と対象 

サービス名 対 象 内 容 

通常の図書では読書が困難な方

への貸出 来館可能な都内在住・在勤・

在学の方で、障がい、病気や

けがなどにより通常の図書で

は読書が困難な方 

音訳図書（デイジー・カセット）および

点字図書を5タイトルまで貸し出しま

す。詳しくは、各図書館までお問い合

わせください。 

対面朗読サービス 

（中央・本町図書館で実施） 

ご希望の図書、雑誌、新聞、書類、手

紙などについて、ボランティアによる

朗読が受けられます。 

郵送サービス 
区内在住で、通常の図書では

読書が困難な方 
音訳図書、点字図書を郵送します。 

宅配サービス 
区内在住で、図書館への来館

が困難な方 

図書、雑誌、ＣＤ・カセットテープを、

ご自宅まで宅配します。 

リクエストサービス 
ハンディキャップサービスに

登録されたすべての方 

渋谷区立図書館に所蔵していない資

料を他の公立図書館から取り寄せる

ことができます。 

■登録方法 

(１) 図書館に来館できる方 

一度の利用者登録で、渋谷区立図書館の全館どこでもご利用できます。 

[ 登録に必要なもの ] 

① 障害者手帳（身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳) 

② 上記①をお持ちでない方 

ア 通常の図書では読書が困難な障がいの状態をお伺いします。 

イ 運転免許証、マイナンバーカードなどの住所確認ができるものをお持ちください。 

ウ 都内在勤者で、都外にお住まいの方は、イの他に勤務先および勤務先住所の証明がで

きるものをお持ちください。 

(２) 図書館に来館できない区内在住の方 

各図書館に直接ご連絡ください。図書館職員が訪問し、障がいの状態やご希望をお伺いします。 

■渋谷区立図書館一覧 （開館時間・休館日は各館にお問い合わせください。） 

図 書 館 名 所 在 地 電話・FAX番号 

中 央 

（対面朗読サービス有） 
神宮前1-4-1 

電話 3403-2591 

FAX 3403-2270 

西 原 西原2-28-9 
電話 3460-8535 

FAX 3460-0725 

富ヶ谷 上原1-46-2 
電話 3468-9020 

FAX 3468-9217 

（次のページに続く）   

渋谷区立図書館のハンディキャップサービス 
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図 書 館 名 所 在 地 電話・FAX番号 

笹 塚 笹塚1-47-1 メルクマール京王笹塚4階 
電話 3460-6784 

FAX 3460-6743 

本 町 

（対面朗読サービス有） 
本町1-33-5 

電話 5371-4833 

FAX 5371-4558 

臨川みんなの 広尾1-9-17 
電話 5793-9500 

FAX 5793-9501 

代々木 代々木3-51-8 代々木区民施設4階 
電話 3370-7566 

FAX 3370-7621 

こもれび大和田 桜丘町23-21 文化総合センター大和田2階 
電話 3464-4780 

FAX 3464-3484 

笹塚こども 笹塚3-3-1 
電話 3378-1983 

FAX 3378-1985 

※ ＦＡＸは、電話での応対が困難な方専用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
渋谷区では、手話が言語であることへの理解を広めるとともに、手話をはじめとする障がいの特性

に応じた意思疎通手段の利用を促進することにより、すべての区民が、障がいの有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することをめ

ざして、この条例を制定しました。条例では、区の責務、区民や事業者の役割を明らかにするほか、

区が推進する施策の基本的事項を定めています。 

 

[ 区の責務 ] 

下記に関する施策を、総合的かつ計画的に推進します。 

1. 手話が言語であることへの理解の促進 

2. 障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進 

 

[ 区民や事業者の役割 ] 

1. 基本理念への理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めること。 
2. 障がいの特性に応じた意思疎通手段の活用により、障がいのある人が利用しやすいサービ
スの提供および働きやすい環境の整備に努めること。（事業者のみ） 

 

[ 区が推進する施策 ] 

1. 手話が言語であることへの理解の促進 

2. 障がいの特性に応じた意思疎通手段が選択可能で、利用しやすい環境の整備 

3. 障がいの特性に応じた意思疎通手段による情報提供 

4. 意思疎通支援者の確保とその養成 

5. このほか、条例の目的を達成するために必要な施策 

「渋谷区手話言語への理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎通手段の 

利用の促進に関する条例」を制定しました（2021年4月1日施行） 


